
めざす学校像 地域と共に生きる信頼される学校 
南古谷小学校５つのじまん あいさつ ことば なかよし 読書 歌声 

子供たちを丁寧に見て対応する 
～授業を通しての子供理解～ 

校長  馬 場  雅 史 
明日からは６月。６月を旧暦では「水無月」と書きますが「水の月」という意味をもっ

ています。通学路周辺では５月末からあちこちの田んぼで水が引かれ始め、目には水面が

飛び込んできます。また、梅雨の時期も間近となり、雨量も増えて参りました。雨の日が

多くなりますので少し憂鬱ですが、恵みの雨が適度に降ってくれることを願っています。 
５月１９日、２０日に公開した運動会リハーサルでは、たくさんの保護者の方にご参観

いただきありがとうございました。ご参観の在り方に関しましては、様々なお考えをお持

ちのことと思いますが、コロナウイルス感染症が完全に終息しない中での状況をお汲みい

ただき、ご理解ご協力いただけましたこと本当に感謝申し上げます。また、子供たちの取

り組む姿勢や態度、思いに対して励ましの声援を送り、共感的に寄り添っていただけまし

たこと心よりお礼申し上げます。保護者の皆様の応援が子供たちの力になることは間違い

なく、その引き出された力を子供たち自身の成長と学校生活の充実に繋げられるよう教職

員一同尽力いたします。 
ところで、運動会に一区切りがつくと教室での学習中心の日常が戻ってきます。新年度

がスタートして２ヶ月が過ぎ、外での活動では気付かなかった子供たちの様子が、改めて

捉えられる時期でもあります。教室には、学習に困り感を抱えている子供、友達との関係

等に悩み学級になじめていない子供など、様々な子供の素の状態が出てきます。元気な子

供、発信力のある子供だけでなく一人ひとりの子供たちの様子を把握し、適切な支援をし

たいと考えております。早期に対応し、担任と子供、子供たち同士の人間関係を構築でき

れば学級経営をスムーズに展開することができます。この時期を無意識に過ごすこと無く

不登校などの問題が顕在化しないよう努めたいです。ご家庭でお気づきの点がありました

ら、是非とも学校にお知らせ願います。 
関連いたしますが、学校で子供たちが過ごす大半を占めるのは授業です。その授業で、

子供を十分に生かし、一人ひとりを細やかに評価して理解していくことで、教室に「自分

の居場所がある」と思える子供が増えると思っています。また、自らの力を存分に発揮で

き、仲間同士で認め、高め合える瞬間を授業の中で多く創り出すことで、子供は授業を楽

しいと感じ、満たされていくと考えます。そのためには授業研究が大切となり、２年間の

委嘱学校研究では、子供たちを丁寧に見て対応していくことをその根幹に据えたいと思っ

ています。「令和の日本型教育」の中では、「協働的な学び」や「個別最適な学び」の大

切さが示されていますが、中でも、授業において、教師がファシリテーターとなり、子供

同士の対話を促進することが求められています。ファシリテーターには、単なる司会進行

ではなく、子供の意見を傾聴し、発言を促したり、サポートしたり、話の流れをまとめ、

目的とされるゴールに導く必要があります。授業研究を通して、「子供がどう学ぶかを支

える」教師の在り方を探究し、子供が自らの力を発揮し、互いに高め合うことができるよ

う努めて参ります。 
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６月行事予定  

 

◇１学期末の授業参観について＞ 

 新型コロナウイルス感染予防のため、懇談会を紙面報

告とし、授業参観を２グループに分けて実施します。趣

旨をご理解の上、ぜひお子様の様子をご参観ください。 

※指定された時間に1家庭1名のみ参観してください。 

※２校時は ９：４０～１０：２５ 

３校時は１０：４５～１１：３０となります。 

※林間学校説明会が同日に開催されることに伴い、5年 

生のみ授業参観と併せてGoogleMeetによるオンラ 

イン授業配信を同時に行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇令和４年度PTA本部役員の皆様◇ 

１年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 ～ネットトラブル注意報について～ 

  埼玉県教育委員会から年間１２回の 

 「ネットトラブル注意報」が出されています。 

  以下、Ｒ4第1号  

「インターネットの長時間の利用を防ぐために」 

を掲載いたします。 

 

日 曜日 行事等 

１ 水 お話目標朝会 航空写真撮影 委員会活動 

２ 木 
特別日課 知能検査（２年） 

ＰＴＡ家庭教育学級開講式 

３ 金 
読書タイム プール清掃（６年） 

航空写真撮影予備日 

４ 土  

５ 日  

６ 月 
特別日課 新体力テスト週間（～１７日） 

運動会予備日 

７ 火 児童朝会 代表委員会 

８ 水 
体育朝会（１・３・６年）チャレンジタイム（２・４・５年） 

プール開き クラブ活動 航空写真撮影予備日 

９ 木 特別日課 歯科健診  

10 金 読書タイム 「あいさつ」の日 

11 土 PTA資源回収 

12 日 PTA資源回収（予備日） 

13 月 特別日課 交通安全教室（２年） 

14 火 クラスタイム 

15 水 

体育朝会（２・４・５年）チャレンジタイム（１・３・６年） 

博物館・美術館見学（６年） クラブ活動  

第１回学校評議員会 

16 木 特別日課 眼科検診 

17 金 
読書タイム １３：３０下校 

南古谷中学校区小中連絡会（全学年短縮４時間） 

18 土  

19 日  

20 月 特別日課 校内硬筆展（～２４日） 

21 火 
なかよしタイム 「あのね」の日 

教育相談日 

22 水 音楽朝会 クラブ活動 

23 木 特別日課 東中学校区小中連絡会 

24 金 読書タイム バスケットボール大会（６年） 

25 土  

26 日  

27 月 特別日課 

28 火 
クラスタイム 授業参観（５・６年 ２・３校時）

林間学校説明会（５年は短縮５時間） 

29 水 
お話目標朝会 クラブ活動 

授業参観（１・２年、くすのき ２・３校時） 

30 木 特別日課 「あったか言葉」の日 

生活目標 ろうかや階段は右側を歩こう 

月／日（曜） 学年 時間 出席番号 

６／２８（火） ５・６年 
２校時 前半 

３校時 後半 

６／２９（水） 
１・２年 

くすのき 

２校時 前半 

３校時 後半 

７／ １（金） 3・４年 
２校時 前半 

３校時 後半 

来校時のお願い 

・授業開始１０分前になりましたら、上履き及び名札を

お持ちになり、１階児童昇降口よりお入りください。 

・写真・ビデオ等の撮影はご遠慮ください。 

・来校前に検温及び健康観察をお願いします。発熱等の

症状がある場合は、参加を取りやめてください。 

・来校時はできる限りマスクを着用してください。 

・自転車は、所定の場所に整頓してとめてください。 

 （北門脇の常設駐輪場またはプール前） 

・自動車での来校はできません。安全上の問題となるた

め、切にご理解ご協力をお願いいたします。また、東

邦音楽大学、周辺の商業施設や路上等への駐車は、絶

対におやめください。 
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令和4年度ネットトラブル注意報(第1号)

インターネットの長時間利用を防ぐために

インターネットを長時間利用していると……

埼玉県教育委員会

インターネットの長時間利用は、日常生活に大きな悪影響を及ぼします。自身の
利用状況をふりかえり、家庭内でのルール作りとフィルタリングサービスの利用で、
対策を行ってください。

SNSや動画共有サイト、ゲームサイトなど、インターネット上には楽しいサービスがたくさんあり
ます。こうしたサービスを使っているうちに、ついつい利用時間が長引いてしまった、というような

経験がみなさんにもあるのではないでしょうか。しかし、インターネットを長時間利用していると、

みなさんの生活に悪影響が及んでしまうことがあります。

インターネットを長時間利用していると、生活に必要な時間が削られて、日常生活に悪影響が及ん

でしまいます。睡眠時間が削られて、健康や成長に悪影響が出たり、勉強の時間が削られて、成績が

下がってしまったり。また、インターネットを使っていないとイライラして、精神的にストレスを抱

えてしまうケースもあります。

※本資料は、埼玉県教育委員会の委託により、ポールトゥウィン株式会社が作成したものです。

家庭内でのルール作りと、フィルタリングサービスの利用で対策を

インターネットの長時間利用を防ぐためには、家庭内でインターネット利用に関するルールを
作ることが大切です。以下のルールの例を参考に家族で話し合って、自分に適したルールを作成
してください。

インターネット利用に関するルールの例

・夜〇時以降はインターネット機器を使わない(学習で使用する場合は除く)
・寝る部屋にインターネット機器は持ち込まない

・食事中や会話中など、何か他のことをしているときは、インターネット

機器を使わない

フィルタリングサービスの利用も、インターネットの長時間利用を防ぐ
ための有効な対策です。フィルタリングサービスには、インターネットの
利用時間を管理する機能があります。インターネットの利用は1日何時間
までと制限を設けたり、曜日ごとにインターネットの利用を禁止する時間

帯を決めたりすることができるので、インターネットの使いすぎを防いで

くれます。

「夜〇時以降は～」という利用時間に関するルールについては、

必ず具体的な時間を設定してください。またルールを作ったら、

「夜〇時以降はインターネット機器を使えないから、メッセー

ジを返せない」などと、友だちに伝えておきましょう。


